
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人三島道也の上告趣意第一点について。

　しかし原判決はその摘示事実第二において被告人Ａは「Ｂとともに（略）Ｃ、Ｄ

の姿を認むるや、同人等を殺害しようと決意し互に意思を通じて所携の日本刀を以

て交々右両名に斬りつけ云々」と判示してその挙示の証拠全部を精読すればＡとＢ

との間に殺害の意思の連絡があつたことを認むるに十分である。従つて本論旨はそ

の理由がない。

　同第二点について。

　しかし被告人ＡがＢに対し止めを刺すのを制止しただけで初めから殺意がなかつ

たことにならないことは明である。原判決には何等実験則及び条理違反は存しない

から論旨は採用できない。

　よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で主文の

通り判決する。
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